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共同漁業ltFiあ うちの1通緑酌 なったヵll:がを畿Ⅲ事 1'種 共同漁業を

、,11_主。
1

ギる真由魚業 it'と
:特走注歯漁彙罐にうしヾてF・itil永 協法に定める13会 の持ツ1決議の

む:1当 該漁業に従事しなぃ組合員の意思のみによって。要件を満たす場合であら|て

現に当該漁業を営む者の地位が不当に脅ヵギされることのなぃよう配lttし たもの I`

ほうヽならずJ・ 「こltを 姜十るに,漁 協の広域化・ 拡大化に伴い,そ の行する漁

との行正星制度的 |と 保障した 1)σ)で あるJと

`｀

う。中l

業確の,い わば陽性部蒋ご

旨正当でル)る 。      一   |:   ・: ] ¨

(~       
ては総合 :薇 決前の地 元i魚 民の書面同意 tl

2。 漁業 権 じた いの放翼・ 変更 につい

度 が規定 され ていない理由

しかしなが,)1漁素性じたし1の 得喪 0変 更め処分については, この
,た

うな地元

漁Itの 書醜i同 意′)鋭 1=が おかれていない。その理由は,相l合 管理漁業ltで |1組 合
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